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（１） 人事委員会勧告の概要

○ 　平均２．５５％（9,691円）の引上げ ○ 　平均２．２９％（8,584円）の引上げ

若年層：平均4.3％引上げ 若年層：平均11.1％引上げ  　
～

　
～

部局長クラス：平均2.3％引上げ 部局長クラス：平均1.1％引上げ

○ 　支給月数を０．０５月引上げ ○ 　支給月数を０．１０月引上げ

（４．６０月→４．６５月） （４．５０月→４．６０月）

○ 月例給 ○ 月例給

較差 円 （２．５５％） 較差 円 （２．３０％）

○ 期末・勤勉手当（ボーナス） ○ 期末・勤勉手当（ボーナス）

民間支給割合① 月 民間支給割合① 月

職員年間支給月数② 月 職員年間支給月数② 月

較差（①－②） 月 較差（①－②） 月

（２） 近年の給与改定の状況（月例給の改定率）

  （注）「－」は改定なし

期
末
・
勤
勉

（
公
民
較
差
の
状
況

）

９，６９３ ８，６０５

４．６４ ４．５８

４．６０ ４．５０

０．０４ ０．０８

２　本県一般職の給与改定の状況

令和７年度（10月10日） 【参考】　令和6年度

給
料
月
額

・初任給について、高卒11,290円、
大卒10,954円の引上げ

・初任給について、高卒23,600円、
大卒23,200円の引上げ

・初任給、若年層を中心に、
全年齢層の給料月額を引上げ

・初任給、若年層を中心に、
全年齢層の給料月額を引上げ

H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

% % % % % % % % % %

0.13 0.12 0.15 0.08 － － 0.16 0.74 2.29 2.55

0.17 0.15 0.16 0.09 － － 0.23 0.96 2.76 3.62

　  年度
区分

新潟県

国
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３　特別職報酬等の全国状況 

(単位：千円）　令和７年12月１日現在

順位 月 額 県 名 順位 月 額 県 名
1 1,520 大 阪 1 1,205 東 京
2 1,476 東 京 2 1,160 神 奈 川
3 1,450 神 奈 川 3 1,134 埼 玉
4 1,420 埼 玉 4 1,118 愛 知
5 1,411 愛 知 5 1,110 千 葉
6 1,390 千 葉 6 1,102 静 岡
7 1,389 広 島 7 1,100 北 海 道
8 1,380 北 海 道 8 1,091 広 島
9 1,350 福 岡 9 1,080 茨 城
10 1,349 静 岡 9 1,080 福 岡
11 1,340 宮 城 11 1,060 群 馬
11 1,340 茨 城 11 1,060 岐 阜
11 1,340 岐 阜 13 1,050 大 阪
11 1,340 兵 庫 13 1,050 兵 庫
15 1,320 福 島 15 1,040 宮 城
15 1,320 滋 賀 16 1,030 福 島
15 1,320 愛 媛 16 1,030 滋 賀
18 1,310 群 馬 18 1,025 三 重
18 1,310 香 川 19 1,023 京 都
20 1,300 新 潟 20 1,020 富 山
20 1,300 富 山 20 1,020 石 川
20 1,300 石 川 20 1,020 福 井
20 1,300 福 井 20 1,020 岡 山
20 1,300 三 重 20 1,020 山 口
20 1,300 徳 島 25 1,018 新 潟
26 1,292 長 野 26 1,010 栃 木
26 1,292 京 都 26 1,010 島 根
28 1,290 岩 手 26 1,010 愛 媛
28 1,290 栃 木 29 1,000 岩 手
28 1,290 島 根 29 1,000 香 川
28 1,290 岡 山 31 996 長 野
28 1,290 山 口 32 992 大 分
33 1,260 青 森 33 990 徳 島
33 1,260 佐 賀 33 990 佐 賀
33 1,260 長 崎 33 990 長 崎
36 1,250 山 梨 36 980 宮 崎
37 1,243 大 分 37 970 青 森
38 1,240 山 形 37 970 熊 本
38 1,240 熊 本 37 970 鹿 児 島
38 1,240 宮 崎 37 970 沖 縄
38 1,240 鹿 児 島 41 960 山 梨
42 1,230 沖 縄 42 954 山 形
43 1,220 高 知 43 950 和 歌 山
44 1,214 奈 良 44 947 奈 良
45 1,210 秋 田 45 945 鳥 取
45 1,210 和 歌 山 46 940 高 知
47 1,200 鳥 取 47 930 秋 田

1,307 1,024
7 6

前回答申後(令和７年１月22日時点)
18位 23位

本県との差額 本県との差額

知　       事 副　知　事

平均 平均
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(単位：千円）　令和７年12月１日現在 (単位：千円）　令和７年12月１日現在

     　     議　　　　員

順位 月 額 県 名 順位 月 額 県 名 順位 月 額 県 名
1 1,288 東 京 1 1,162 東 京 1 1,036 東 京
2 1,237 愛 知 2 1,088 愛 知 2 999 愛 知
3 1,200 神 奈 川 3 1,080 神 奈 川 3 970 神 奈 川
4 1,170 大 阪 4 1,040 北 海 道 4 960 京 都
5 1,160 北 海 道 5 1,030 京 都 5 930 大 阪
6 1,144 埼 玉 5 1,030 大 阪 6 927 埼 玉
7 1,120 京 都 7 1,016 埼 玉 7 901 広 島
8 1,113 広 島 8 985 兵 庫 8 900 北 海 道
9 1,110 千 葉 9 980 福 岡 9 890 福 岡
9 1,110 福 岡 10 970 千 葉 10 880 千 葉
11 1,080 兵 庫 11 964 広 島 10 880 兵 庫
12 1,061 静 岡 12 937 静 岡 12 865 静 岡
13 1,040 宮 城 13 930 宮 城 13 860 宮 城
14 1,036 三 重 14 920 群 馬 14 850 茨 城
15 1,030 滋 賀 14 920 岐 阜 14 850 岐 阜
16 1,020 岐 阜 16 914 三 重 16 843 三 重
17 1,010 福 島 17 900 福 島 17 840 滋 賀
17 1,010 茨 城 17 900 茨 城 17 840 岡 山
19 1,008 新 潟 17 900 栃 木 17 840 山 口
20 1,000 岡 山 17 900 滋 賀 20 830 福 島
21 999 鳥 取 17 900 岡 山 20 830 栃 木
22 996 長 野 22 890 宮 崎 20 830 群 馬
23 990 栃 木 23 882 新 潟 23 820 岩 手
23 990 佐 賀 24 880 山 口 23 820 愛 媛
23 990 長 崎 24 880 長 崎 25 813 長 野
26 982 大 分 26 871 鳥 取 25 813 鳥 取
27 980 群 馬 27 870 長 野 27 810 徳 島
27 980 島 根 27 870 愛 媛 27 810 香 川
27 980 山 口 27 870 熊 本 29 807 新 潟
27 980 宮 崎 27 870 鹿 児 島 30 800 島 根
27 980 沖 縄 31 867 大 分 30 800 佐 賀
32 970 愛 媛 32 860 富 山 30 800 長 崎
32 970 熊 本 32 860 石 川 33 782 大 分
32 970 鹿 児 島 32 860 福 井 34 780 青 森
35 965 奈 良 32 860 島 根 34 780 秋 田
36 960 香 川 32 860 徳 島 34 780 富 山
37 950 和 歌 山 32 860 香 川 34 780 石 川
37 950 徳 島 32 860 佐 賀 34 780 福 井
39 940 岩 手 39 850 岩 手 34 780 熊 本
40 910 青 森 40 843 奈 良 34 780 宮 崎
40 910 秋 田 41 840 沖 縄 34 780 鹿 児 島
40 910 富 山 42 820 山 梨 42 778 山 形
40 910 石 川 42 820 高 知 42 778 奈 良
40 910 福 井 44 810 青 森 44 770 山 梨
40 910 山 梨 44 810 秋 田 44 770 和 歌 山
46 904 山 形 44 810 和 歌 山 44 770 高 知
47 900 高 知 47 807 山 形 47 750 沖 縄

1,016 907 836
8 25 29

前回答申後(令和７年１月22日時点)
    全国順位 18位 22位 26位

平均
本県との差額 本県との差額 本県との差額

　　　　　　議　　　　長 副　　議　　長

平均 平均
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４　人口等各種計数における本県と全国平均の比較
　　　　　（４その他　（1）から（6）の値を一覧で表示）

（参考）

指数 指数 全国順位

１　人口 2,645 千人 100 2,111 千人 79.8 15

２　工業出荷額 79,413 億円 100 54,667 億円 68.8 26

３　県民所得（総額） 91,659 億円 100 63,160 億円 68.9 17

４　１人当たり県民所得 3,448 千円 100 2,934 千円 85.1 28

５　労働者平均給与月額 397,789 円 100 331,000 円 83.2 31

６　県職員給与水準 99.7 100 99.2 99.5 34

７　県の財政力指数 0.49126 100 0.44787 91.2 24

８　県の歳出決算額 12,053 億円 100 11,228 億円 93.2 13

９　消費者物価地域差指数 100.0 100 98.2 98.2 37

85.3

  注  全国平均の数値の欄は、各都道府県の単純平均である。ただし、次の数値は別扱いである。

　　ア　「４　１人当たり県民所得」、「５　労働者平均給与月額」及び「６　県職員給与水準」の「全国

           平均」は加重平均である。

　　イ　「９　消費者物価地域差指数」の「全国平均」の数値は、都道府県所在都市（４６市及び東京

　　　　　都区部）の指数の単純平均である。

区　　　　分
全 国 平 均 新  潟  県

数　値 数　値

平　　　均
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５　人口等各種計数類似県の特別職報酬等平均額

知　事 副知事 議　長 副議長 議　員

本県の月額 1,300 1,018 1,008 882 807

宮 城 14

長 野 16

岐 阜 17

群 馬 18

栃 木 19 本県との差額 14 15 △ 3 26 30

福 島 23

愛 媛 24

宮 城 25

富 山 27

熊 本 28 本県との差額 4 △ 4 △ 28 4 7

群 馬 14

栃 木 15

宮 城 16

長 野 18

岐 阜 19 本県との差額 14 15 △ 3 26 30

山 形 26

石 川 27

福 島 29

佐 賀 30

北海道 31 本県との差額 0 1 △ 13 11 11

大 分 29

島 根 30

山 形 32

北海道 33

熊 本 34 本県との差額 △ 21 △ 13 △ 9 7 1

富 山 28

福 井 28

北海道 34

奈 良 34

徳 島 34 本県との差額 △ 1 △ 3 △ 29 11 3

富 山 23

北海道 25

香 川 26

山 口 27

愛 媛 28 本県との差額 20 12 △ 12 20 23

8301,320 1,030 996

1,015 979 893 810

902

1,019 995 893 818

1,279 1,005 999 889 808

1,005 908 837

令和7年12月1日現在　（単位：千円）

1,033 1,005 908 837

886 814

５　労働者平均
　　給与月額 31

類似県の
月額平均

類似県の
月額平均７　県の財政力

　　指数

1,314

24

６　県職員給与
　　水準 34

類似県の
月額平均

４ 　１人当たり
　　県民所得 28

類似県の
月額平均

1,300

1,299

３　県民所得
　　(総額) 17

類似県の
月額平均

26

類似県の
月額平均

980
２　工業出荷額

類似県の
月額平均

1,304 1,014

1,314 1,033

本県全国
順 位

類 似
県 名

全 国
順 位

１　人口

区　分

15

- 6 -



知　事 副知事 議　長 副議長 議　員

本県の月額 1,300 1,018 1,008 882 807

令和7年12月1日現在　（単位：千円）

本県全国
順 位

類 似
県 名

全 国
順 位

区　分

福 島 11

茨 城 12

広 島 14

長 野 15

京 都 16 本県との差額 27 26 42 51 64

茨 城 35

奈 良 36

三 重 37

鳥 取 37

宮 崎 37 本県との差額 △ 41 △ 23 △ 10 2 6

１～９の類
似県の平均
月額

1,302 1,021 1,001 900 826

本県との差額 2 3 △ 7 18 19

注　「類似県」とは、本県の数値と近似値にある５都道府県である。

871

1,259 995 998 884 813

類似県の
月額平均

1,327 1,044 1,050 933

９　消費者物価
　　地域差指数 37

８　県の歳出
　　決算額 13

類似県の
月額平均
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－ 参 考 資 料 － 

 

１ 国の状況 
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(1)　国家公務員の特別職の職員の給与額の推移

H29.4 H30.4 H31.4 R2.4 R3.4 R4.4 R5.4 R6.4 R7.4

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010 2,016 2,038 2,095

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101) (104)

1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,466 1,470 1,486 1,528

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101) (104)

1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,406 1,410 1,426 1,466

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101) (104)

1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,199 1,203 1,216 1,250

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101) (104)

1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,175 1,178 1,191 1,224

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101) (104)

913 913 913 913 913 913 916 926 952

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (101) (104)

2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170 2,170

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584 1,584

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294 1,294

(100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)

注 　( 　 )内数値は、平成29年４月現在の額を100とした場合の指数を示す。

労働保険審査会委員
地方財政審議会委員等

衆 参 両 院 議 長

衆 参 両 院 副 議 長

国 会 議 員

　　　　　　　年　月
官職名

内 閣 総 理 大 臣
最 高 裁 判 所 長 官

国 務 大 臣
会 計 検 査 院 長 等

内 閣 法 制 局 長 官
内 閣 官 房 副 長 官
副 大 臣 等

大 臣 政 務 官
会計検査院検査官等

国家公安委員会委員
公正取引委員会委員等
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1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200

2,400

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

金額（千円）

年度

(2) 知事及び国の特別職の職員の給与額比較

内閣総理大臣 R7 2,095千円

国務大臣 R7 1,528千円

新潟県知事 R7 1,300千円

国会議員 R7 1,294千円

事務次官 R7 1,224千円
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２ 全国との比較 
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(1)　都道府県別知事及び県議会議員等の給与額

ア　知　　　事  

給　料　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

01 北 海 道 1,380,000 H4. 10 130,000 10.4

02 青 森 1,260,000 H30. 4 △ 10,000 △ 0.8

03 岩 手 1,290,000 R7. 10 40,000 3.2

04 宮 城 1,340,000 R7. 4 30,000 2.3

05 秋 田 1,210,000 H18. 7 △ 60,000 △ 4.7

06 山 形 1,240,000 H30. 4 28,000 2.3

07 福 島 1,320,000 H7. 10 30,000 2.3

08 茨 城 1,340,000 H7. 4 100,000 8.1

09 栃 木 1,290,000 H20. 1 △ 50,000 △ 3.7

10 群 馬 1,310,000 H22. 4 △ 20,000 △ 1.5

11 埼 玉 1,420,000 H18. 4 △ 20,000 △ 1.4

12 千 葉 1,390,000 H5. 10 140,000 11.2

13 東 京 1,476,000 R7. 4 16,000 1.1

14 神 奈 川 1,450,000 H7. 12 90,000 6.6

15 新 潟 1,300,000 R7. 4 20,000 1.6

16 富 山 1,300,000 H6. 1 130,000 11.1

17 石 川 1,300,000 H6. 7 130,000 11.1

18 福 井 1,300,000 H6. 1 130,000 11.1

19 山 梨 1,250,000 H22. 12 △ 10,000 △ 0.8

20 長 野 1,292,000 R2. 12 14,000 1.1

21 岐 阜 1,340,000 H6. 12 140,000 11.7

22 静 岡 1,349,000 R7. 4 48,000 3.7

23 愛 知 1,411,000 R7. 1 32,000 2.3

24 三 重 1,300,000 R7. 4 20,000 1.6

25 滋 賀 1,320,000 R7. 4 70,000 5.6

都道府県名
現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和7年12月1日現在
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給　料　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

都道府県名
現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和7年12月1日現在

26 京 都 1,292,000 H18. 4 △ 98,000 △ 7.1

27 大 阪 1,520,000 H28. 4 210,000 16.0

28 兵 庫 1,340,000 H25. 4 △ 70,000 △ 5.0

29 奈 良 1,214,000 H23. 12 △ 4,000 △ 0.3

30 和 歌 山 1,210,000 H18. 7 △ 80,000 △ 6.2

31 鳥 取 1,200,000 R6. 4 35,000 3.0

32 島 根 1,290,000 R7. 8 10,000 0.8

33 岡 山 1,290,000 H18. 7 △ 20,000 △ 1.5

34 広 島 1,389,000 H13. 1 45,000 3.3

35 山 口 1,290,000 H20. 4 △ 20,000 △ 1.5

36 徳 島 1,300,000 H9. 4 40,000 3.2

37 香 川 1,310,000 R7. 4 25,000 1.9

38 愛 媛 1,320,000 H8. 4 120,000 10.0

39 高 知 1,220,000 H22. 4 △ 20,000 △ 1.6

40 福 岡 1,350,000 H5. 4 140,000 11.6

41 佐 賀 1,260,000 H31. 3 70,000 5.9

42 長 崎 1,260,000 H18. 8 △ 70,000 △ 5.3

43 熊 本 1,240,000 H18. 4 △ 100,000 △ 7.5

44 大 分 1,243,000 R5. 12 3,000 0.2

45 宮 崎 1,240,000 H18. 10 △ 70,000 △ 5.3

46 鹿 児 島 1,240,000 H23. 8 △ 70,000 △ 5.3

47 沖 縄 1,230,000 H25. 4 △ 10,000 △ 0.8

1,307,000

※網掛けは前回本県改定時（令和７年４月）以降に給与改定を行った団体である。

平  均
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イ　副　　知　　事 　

給　料　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

01 北 海 道 1,100,000 H4. 10 100,000 10.0

02 青 森 970,000 H5. 12 50,000 5.4

03 岩 手 1,000,000 R7. 10 30,000 3.1

04 宮 城 1,040,000 R7. 4 20,000 2.0

05 秋 田 930,000 H18. 7 △ 40,000 △ 4.1

06 山 形 954,000 H30. 4 21,000 2.3

07 福 島 1,030,000 H7. 10 30,000 3.0

08 茨 城 1,080,000 H7. 4 110,000 11.3

09 栃 木 1,010,000 H19. 4 △ 70,000 △ 6.5

10 群 馬 1,060,000 H22. 4 △ 20,000 △ 1.9

11 埼 玉 1,134,000 H18. 4 △ 16,000 △ 1.4

12 千 葉 1,110,000 H5. 10 110,000 11.0

13 東 京 1,205,000 R7. 4 13,000 1.1

14 神 奈 川 1,160,000 H7. 12 50,000 4.5

15 新 潟 1,018,000 R7. 4 16,000 1.6

16 富 山 1,020,000 H6. 1 100,000 10.9

17 石 川 1,020,000 H6. 7 80,000 8.5

18 福 井 1,020,000 H6. 1 100,000 10.9

19 山 梨 960,000 H22. 12 △ 10,000 △ 1.0

20 長 野 996,000 R2. 12 11,000 1.1

21 岐 阜 1,060,000 H6. 12 110,000 11.6

22 静 岡 1,102,000 R7. 4 39,000 3.7

23 愛 知 1,118,000 R7. 1 25,000 2.3

24 三 重 1,025,000 R7. 4 15,000 1.5

25 滋 賀 1,030,000 R7. 4 50,000 5.1

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和7年12月1日現在
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給　料　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和7年12月1日現在

26 京 都 1,023,000 H18. 4 △ 77,000 △ 7.0

27 大 阪 1,050,000 H28. 4 20,000 1.9

28 兵 庫 1,050,000 H25. 4 △ 60,000 △ 5.4

29 奈 良 947,000 H23. 12 △ 3,000 △ 0.3

30 和 歌 山 950,000 H18. 7 △ 60,000 △ 5.9

31 鳥 取 945,000 R6. 4 28,000 3.1

32 島 根 1,010,000 R7. 8 10,000 1.0

33 岡 山 1,020,000 H18. 7 △ 20,000 △ 1.9

34 広 島 1,091,000 H13. 1 35,000 3.3

35 山 口 1,020,000 H20. 4 △ 20,000 △ 1.9

36 徳 島 990,000 H9. 4 30,000 3.1

37 香 川 1,000,000 R7. 4 20,000 2.0

38 愛 媛 1,010,000 H8. 4 90,000 9.8

39 高 知 940,000 H22. 4 △ 10,000 △ 1.1

40 福 岡 1,080,000 H5. 4 120,000 12.5

41 佐 賀 990,000 H31. 3 50,000 5.3

42 長 崎 990,000 H18. 8 △ 50,000 △ 4.8

43 熊 本 970,000 H18. 4 △ 80,000 △ 7.6

44 大 分 992,000 R5. 12 2,000 0.2

45 宮 崎 980,000 H18. 10 △ 60,000 △ 5.8

46 鹿 児 島 970,000 H23. 8 △ 60,000 △ 5.8

47 沖 縄 970,000 H25. 4 △ 10,000 △ 1.0

1,024,000

※網掛けは前回本県改定時（令和７年４月）以降に給与改定を行った団体である。

平  均
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ウ　議　　長  

報  酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

01 北 海 道 1,160,000 H4. 10 110,000 10.5

02 青 森 910,000 H5. 12 50,000 5.8

03 岩 手 940,000 R7. 10 30,000 3.3

04 宮 城 1,040,000 R7. 4 20,000 2.0

05 秋 田 910,000 H5. 4 50,000 5.8

06 山 形 904,000 H30. 4 37,000 4.3

07 福 島 1,010,000 H7. 10 60,000 6.3

08 茨 城 1,010,000 H7. 4 80,000 8.6

09 栃 木 990,000 H20. 1 △ 20,000 △ 2.0

10 群 馬 980,000 H6. 10 30,000 3.2

11 埼 玉 1,144,000 H18. 4 △ 16,000 △ 1.4

12 千 葉 1,110,000 H5. 10 110,000 11.0

13 東 京 1,288,000 R7. 4 14,000 1.1

14 神 奈 川 1,200,000 H7. 12 80,000 7.1

15 新 潟 1,008,000 R7. 4 16,000 1.6

16 富 山 910,000 H6. 1 90,000 11.0

17 石 川 910,000 H6. 7 90,000 11.0

18 福 井 910,000 H6. 1 90,000 11.0

19 山 梨 910,000 H22. 12 △ 10,000 △ 1.1

20 長 野 996,000 R2. 12 11,000 1.1

21 岐 阜 1,020,000 H6. 12 110,000 12.1

22 静 岡 1,061,000 R7. 4 38,000 3.7

23 愛 知 1,237,000 R7. 1 28,000 2.3

24 三 重 1,036,000 R7. 4 16,000 1.6

25 滋 賀 1,030,000 R7. 4 50,000 5.1

都道府県名

令和7年12月1日現在

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月
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報  酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

都道府県名

令和7年12月1日現在

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

26 京 都 1,120,000 H8. 3 70,000 6.7

27 大 阪 1,170,000 H4. 4 140,000 13.6

28 兵 庫 1,080,000 H25. 4 △ 60,000 △ 5.3

29 奈 良 965,000 H23. 12 △ 3,000 △ 0.3

30 和 歌 山 950,000 H18. 7 △ 60,000 △ 5.9

31 鳥 取 999,000 R6. 4 29,000 3.0

32 島 根 980,000 R7. 8 10,000 1.0

33 岡 山 1,000,000 H18. 7 △ 20,000 △ 2.0

34 広 島 1,113,000 H13. 1 36,000 3.3

35 山 口 980,000 H8. 1 80,000 8.9

36 徳 島 950,000 H9. 4 30,000 3.3

37 香 川 960,000 R7. 4 20,000 2.1

38 愛 媛 970,000 H8. 4 90,000 10.2

39 高 知 900,000 H22. 4 △ 10,000 △ 1.1

40 福 岡 1,110,000 H5. 4 120,000 12.1

41 佐 賀 990,000 H31. 3 50,000 5.3

42 長 崎 990,000 H18. 8 △ 50,000 △ 4.8

43 熊 本 970,000 H18. 4 △ 80,000 △ 7.6

44 大 分 982,000 R5. 12 2,000 0.2

45 宮 崎 980,000 H18. 10 △ 60,000 △ 5.8

46 鹿 児 島 970,000 H24. 4 △ 60,000 △ 5.8

47 沖 縄 980,000 H25. 4 △ 10,000 △ 1.0

1,016,000

※網掛けは前回本県改定時（令和７年４月）以降に給与改定を行った団体である。

平  均
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エ　副　　議　　長  

報  酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

01 北 海 道 1,040,000 H4. 10 90,000 9.5

02 青 森 810,000 H5. 12 40,000 5.2

03 岩 手 850,000 R7. 10 30,000 3.7

04 宮 城 930,000 R7. 4 20,000 2.2

05 秋 田 810,000 H5. 4 40,000 5.2

06 山 形 807,000 H30. 4 33,000 4.3

07 福 島 900,000 H7. 10 50,000 5.9

08 茨 城 900,000 H7. 4 80,000 9.8

09 栃 木 900,000 H20. 1 △ 20,000 △ 2.2

10 群 馬 920,000 H6. 10 30,000 3.4

11 埼 玉 1,016,000 H18. 4 △ 14,000 △ 1.4

12 千 葉 970,000 H5. 10 100,000 11.5

13 東 京 1,162,000 R7. 4 12,000 1.0

14 神 奈 川 1,080,000 H7. 12 70,000 6.9

15 新 潟 882,000 R7. 4 14,000 1.6

16 富 山 860,000 H6. 1 90,000 11.7

17 石 川 860,000 H6. 7 90,000 11.7

18 福 井 860,000 H6. 1 90,000 11.7

19 山 梨 820,000 H22. 12 △ 10,000 △ 1.2

20 長 野 870,000 R2. 12 9,000 1.0

21 岐 阜 920,000 H6. 12 100,000 12.2

22 静 岡 937,000 R7. 4 33,000 3.7

23 愛 知 1,088,000 R7. 1 24,000 2.3

24 三 重 914,000 R7. 4 14,000 1.6

25 滋 賀 900,000 R7. 4 50,000 5.9

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和7年12月1日現在
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報  酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和7年12月1日現在

26 京 都 1,030,000 H8. 3 70,000 7.3

27 大 阪 1,030,000 H4. 4 130,000 14.4

28 兵 庫 985,000 H25. 4 △ 55,000 △ 5.3

29 奈 良 843,000 H23. 12 △ 3,000 △ 0.4

30 和 歌 山 810,000 H18. 7 △ 50,000 △ 5.8

31 鳥 取 871,000 R6. 4 25,000 3.0

32 島 根 860,000 R7. 8 10,000 1.2

33 岡 山 900,000 H18. 7 △ 10,000 △ 1.1

34 広 島 964,000 H13. 1 31,000 3.3

35 山 口 880,000 H8. 1 70,000 8.6

36 徳 島 860,000 H9. 4 30,000 3.6

37 香 川 860,000 R7. 4 10,000 1.2

38 愛 媛 870,000 H8. 4 80,000 10.1

39 高 知 820,000 H22. 4 △ 10,000 △ 1.2

40 福 岡 980,000 H5. 4 110,000 12.6

41 佐 賀 860,000 H31. 3 40,000 4.9

42 長 崎 880,000 H18. 8 △ 50,000 △ 5.4

43 熊 本 870,000 H18. 4 △ 70,000 △ 7.4

44 大 分 867,000 R5. 12 2,000 0.2

45 宮 崎 890,000 H18. 10 △ 50,000 △ 5.3

46 鹿 児 島 870,000 H24. 4 △ 50,000 △ 5.4

47 沖 縄 840,000 H25. 4 △ 10,000 △ 1.2

907,000

※網掛けは前回本県改定時（令和７年４月）以降に給与改定を行った団体である。

平  均
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オ　議　　員  

報　酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

01 北 海 道 900,000 H4. 10 80,000 9.8

02 青 森 780,000 H5. 12 40,000 5.4

03 岩 手 820,000 R7. 10 30,000 3.8

04 宮 城 860,000 R7. 4 20,000 2.4

05 秋 田 780,000 H5. 4 40,000 5.4

06 山 形 778,000 H30. 4 32,000 4.3

07 福 島 830,000 H7. 10 20,000 2.5

08 茨 城 850,000 H7. 4 70,000 9.0

09 栃 木 830,000 H20. 1 △ 20,000 △ 2.4

10 群 馬 830,000 H6. 10 30,000 3.8

11 埼 玉 927,000 H18. 4 △ 13,000 △ 1.4

12 千 葉 880,000 H5. 10 90,000 11.4

13 東 京 1,036,000 R7. 4 11,000 1.1

14 神 奈 川 970,000 H7. 12 70,000 7.8

15 新 潟 807,000 R7. 4 13,000 1.6

16 富 山 780,000 H6. 1 80,000 11.4

17 石 川 780,000 H6. 7 80,000 11.4

18 福 井 780,000 H6. 1 80,000 11.4

19 山 梨 770,000 H22. 12 △ 10,000 △ 1.3

20 長 野 813,000 R2. 12 9,000 1.1

21 岐 阜 850,000 H6. 12 90,000 11.8

22 静 岡 865,000 R7. 4 31,000 3.7

23 愛 知 999,000 R7. 1 22,000 2.3

24 三 重 843,000 R7. 4 13,000 1.6

25 滋 賀 840,000 R7. 4 40,000 5.0

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和7年12月1日現在
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報　酬　月　額 引　上　額 引上率

　 　　　　　　円 　　　　　　円 ％

都道府県名

現 　　 行 　　 額 現行額と改定前額との比較

適 用 年 月

令和7年12月1日現在

26 京 都 960,000 H8. 3 70,000 7.9

27 大 阪 930,000 H4. 4 110,000 13.4

28 兵 庫 880,000 H25. 4 △ 50,000 △ 5.4

29 奈 良 778,000 H23. 12 △ 2,000 △ 0.3

30 和 歌 山 770,000 H18. 7 △ 50,000 △ 6.1

31 鳥 取 813,000 R6. 4 24,000 3.0

32 島 根 800,000 R7. 8 10,000 1.3

33 岡 山 840,000 H18. 7 △ 10,000 △ 1.2

34 広 島 901,000 H13. 1 29,000 3.3

35 山 口 840,000 H8. 1 70,000 9.1

36 徳 島 810,000 H9. 4 30,000 3.8

37 香 川 810,000 R7. 4 10,000 1.3

38 愛 媛 820,000 H8. 4 80,000 10.8

39 高 知 770,000 H22. 4 △ 10,000 △ 1.3

40 福 岡 890,000 H5. 4 100,000 12.7

41 佐 賀 800,000 H31. 3 40,000 5.3

42 長 崎 800,000 H18. 8 △ 30,000 △ 3.6

43 熊 本 780,000 H18. 4 △ 60,000 △ 7.1

44 大 分 782,000 R5. 12 2,000 0.3

45 宮 崎 780,000 H18. 10 △ 40,000 △ 4.9

46 鹿 児 島 780,000 H24. 4 △ 40,000 △ 4.9

47 沖 縄 750,000 H25. 4 △ 10,000 △ 1.3

836,000

※網掛けは前回本県改定時（令和７年４月）以降に給与改定を行った団体である。

平  均
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(2)　知事及び県議会議員等に対する年間給与支給額

令和８年１月１日現在

支給率 支給額 支給率 支給額 支給率 支給額(B) (A)+(B)

円 円 月 円 月 円 月 円 円

1,300,000 15,600,000 1.725 3,251,625 1.775 3,345,875 3.50 6,597,500 22,197,500

注　令和7年４月１日から令和8年３月31日までの期間における額である。

2,077,016 3.50 4,095,524 13,779,524

1.775 2,270,047 3.50 4,476,149 15,060,149

議　　員 807,000 9,684,000 1.725 2,018,508

1.775

1.775

2,594,340 3.50 5,115,600 17,211,600

副 議 長 882,000 10,584,000 1.725 2,206,102

1.775 2,620,077 3.50 5,166,349 17,382,349

議　　長 1,008,000 12,096,000 1.725 2,521,260

知　　事

副 知 事 1,018,000 12,216,000 1.725 2,546,272

　
　　 給与等
　
 区分

給 料 等 総 額 期　末　手　当　総　額
合  計

月  額 年 額(A)
６  月 １２月 計
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(2)　知事及び県議会議員等の給料又は報酬の額の推移

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

1,330,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,241,000

指数 100 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

1,040,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 970,000 971,000

指数 100 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

1,030,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 960,000 961,000

指数 100 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

900,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 840,000 841,000

指数 100 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93

820,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 770,000 771,000

指数 100 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94

363,032 359,218 359,375 343,909 351,360 346,238 342,887 343,229 341,818 342,863 342,856

指数 100 99 99 95 97 95 94 95 94 94 94

42.6 42.9 43.0 43.0 43.0 42.7 42.8 43.0 43.0 43.3 43.5

H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7

1,246,000 1,256,000 1,266,000 1,276,000 1,276,000 1,276,000 1,276,000 1,276,000 1,280,000 1,300,000

指数 94 94 95 96 96 96 96 96 96 98

975,000 983,000 991,000 999,000 999,000 999,000 999,000 999,000 1,002,000 1,018,000

指数 94 95 95 96 96 96 96 96 96 98

965,000 973,000 981,000 989,000 989,000 989,000 989,000 989,000 992,000 1,008,000

指数 94 94 95 96 96 96 96 96 96 98

844,000 851,000 858,000 865,000 865,000 865,000 865,000 865,000 868,000 882,000

指数 94 95 95 96 96 96 96 96 96 98

774,000 780,000 786,000 792,000 792,000 792,000 792,000 792,000 794,000 807,000

指数 94 95 96 97 97 97 97 97 97 98

343,326 344,073 343,256 342,210 342,274 342,504 342,203 341,040 342,373 347,530

指数 95 95 95 94 94 94 94 94 94 96

43.7 43.9 44.2 44.1 44.2 44.3 44.3 44.3 44.2 44.0

注(１） 上記の額は、各年とも４月１日現在の条例本則上のものであり、給与の臨時的削減を含まない額である。
　 (２)  指数は、平成17年を１００とした場合の指数である。
　 (３)  県職員については、１人当たりの平均給料月額である。

議　員

額

県職員
(行政
職員)

額

平均
年齢

副知事

額

議　長

額

副議長

額

額

議　員

額

副議長

額

知　事

額

知　事

額

　　　　　年
　区分

議　長

額

　　　　　年
　区分

平均
年齢

県職員
(行政
職員)

額

副知事
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(3)　給与の年間支給額の推移（知事）

支給
月数

支給額計
(Ｂ)

H１７年度 1,330,000 15,960,000 3.35 6,460,475 22,420,475 96,425 0.4%

H１８年度 1,240,000 14,880,000 3.35 6,023,300 20,903,300 △ 1,517,175 △ 6.8%

H１９年度 1,240,000 14,880,000 3.35 6,023,300 20,903,300 0

H２０年度 1,240,000 14,880,000 3.35 6,023,300 20,903,300 0

H２１年度 1,240,000 14,880,000 3.10 5,573,800 20,453,800 △ 449,500 △ 2.2%

H２２年度 1,240,000 14,880,000 2.95 5,304,100 20,184,100 △ 269,700 △ 1.3%

H２３年度 1,240,000 14,880,000 2.95 5,304,100 20,184,100

H２４年度 1,240,000 14,880,000 2.95 5,304,100 20,184,100

H２５年度 1,240,000 14,880,000 2.95 5,304,100 20,184,100

4月１日～
12月３１日

1,240,000 11,160,000 3.10 5,573,800 16,733,800

１月１日～
３月３１日

1,241,000 3,723,000 - - 3,723,000

計 - 14,883,000 3.10 5,573,800 20,456,800 272,700 1.4%

4月１日～
12月３１日

1,241,000 11,169,000 3.15 5,668,266 16,837,266

１月１日～
３月３１日

1,246,000 3,738,000 - - 3,738,000

計 - 14,907,000 3.15 5,668,266 20,575,266 118,466 0.6%

4月１日～
12月３１日

1,246,000 11,214,000 3.25 5,871,775 17,085,775

１月１日～
３月３１日

1,256,000 3,768,000 - - 3,768,000

計 - 14,982,000 3.25 5,871,775 20,853,775 278,509 1.4%

H２９年度 1,256,000 15,072,000 3.30 6,009,960 21,081,960 228,185 1.1%

4月１日～
12月３１日

1,266,000 11,394,000 3.30 6,057,809 17,451,809

１月１日～
３月３１日

1,276,000 3,828,000 - - 3,828,000

計 － 15,222,000 3.30 6,057,809 21,279,809 197,849 0.9%

R元年度 1,276,000 15,312,000 3.35 6,198,170 21,510,170 230,361 1.1%

R２年度 1,276,000 15,312,000 3.30 6,105,660 21,417,660 △ 92,510 △ 0.4%

R３年度 1,276,000 15,312,000 3.25 6,013,150 21,325,150 △ 92,510 △ 0.4%

R４年度 1,276,000 15,312,000 3.30 6,105,660 21,417,660 92,510 0.4%

R５年度 1,276,000 15,312,000 3.40 6,290,680 21,602,680 185,020 0.9%

R6年度 1,280,000 15,360,000 3.45 6,403,200 21,763,200 160,520 0.7%

R7年度 1,300,000 15,600,000 3.50 6,597,500 22,197,500 434,300 2.0%

注(１） 上記の額は、各年とも４月１日現在の条例本則上のものであり、給与の臨時的削減を含まない額である。
　 （2）　期末手当支給額＝報酬月額×1.45×支給率

備考給料月額
給料年額

(Ａ)

期末手当 年間支給額
計

(A)+(B)
改定額

H２７年度

年度

H２６年度

改定率

H２８年度

H３０年度
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(4)　本県の報酬月額等改正経過

月　額 比率① 月　額 比率① 月　額 比率① 月　額 比率① 月　額 比率①

千円 % 千円 % 千円 % 千円 % 千円 %

H17年度 1,330 100.0 1,040 78.2 1,030 77.4 900 67.7 820 61.7

H18年度 1,240 100.0 970 78.2 960 77.4 840 67.7 770 62.1

H19年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H20年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H21年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H22年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H23年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H24年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H25年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H26.4.1～
H26.12.31

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H27.1.1～
H27.12.31

1,241 100.0 971 78.2 961 77.4 841 67.8 771 62.1

H28.1.1～
H28.12.31

1,246 100.0 975 78.3 965 77.4 844 67.7 774 62.1

H29.1.1～ 1,256 100.0 983 78.3 973 77.5 851 67.8 780 62.1

H29年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

H30.4.1～
H30.12.31

1,266 100.0 991 78.3 981 77.5 858 67.8 786 62.1

H31.1.1～
R2.3.31

1,276 100.0 999 78.3 989 77.5 865 67.8 792 62.1

R2年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

R3年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

R4年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

R5年度 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

R6年度 1,280 100.0 1,002 78.3 992 77.5 868 67.8 794 62.0

R7年度 1,300 100.0 1,018 78.3 1,008 77.5 882 67.8 807 62.1

比率② 97.7 97.9 97.9 98.0 98.4

注　比率①＝知事を100とした率
　　 比率②＝20年前（平成17年４月１日）を100とした場合の令和７年４月１日の率
     上記の額は、条例本則上のものであり、給与の臨時的削減を含まない額である。

改　正
年月日

知　事 副知事 議　長 副議長 議　員
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650

750

850

950

1,050

1,150

1,250

1,350

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

金額（千円）

年度

特別職の額の推移及び全国平均（知事）の額比較

知事全国平均 1,307千円

新潟県知事 1,300千円

副知事 1,018千円

議長 1,008千円

副議長 882千円

議員 807千円
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(5)　平成１７年４月改定以後の特別職報酬等全国順位の推移

　　　　　年度
区分

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

知事 18位 41位 37位 36位 36位 35位 35位 33位 33位 33位 33位 33位 31位 29位 29位 29位 29位 29位 29位 28位 20位

副知事 19位 38位 38位 37位 36位 36位 36位 34位 33位 33位 33位 33位 30位 26位 26位 26位 26位 26位 26位 26位 25位

議長 19位 33位 32位 32位 32位 32位 32位 32位 32位 32位 32位 31位 28位 22位 22位 22位 23位 23位 23位 20位 19位

副議長 24位 38位 37位 37位 37位 37位 37位 37位 36位 36位 36位 35位 33位 33位 27位 27位 28位 28位 29位 28位 23位

議員 27位 41位 40位 40位 40位 39位 38位 38位 38位 38位 38位 38位 28位 28位 29位 29位 29位 29位 29位 29位 28位

※　各年度の４月１日現在の順位

1

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

31

33

35

37

39

41

43

45

47

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

順
位

年 度

知事

副知事

議長

副議長

議員
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（6）県下20市の二役及び市議会議員の報酬額等一覧表

　 （報酬等の月額：令和７年12月１日現在）

　 （上記以外：令和８年１月１日現在）

適　用
年　月

市　長 副市長 議　長 副議長 議　員

新　潟 R6.4 1,174 948 786 707 659 改定なし 開催済（R7.10）
月額：引上げ
期末：改定なし

長　岡 R7.4 1,027 848 631 569 532 引上げ 開催予定(R8.1) -

三　条 R7.4 981 756 487 424 390 引上げ 開催予定(R8.1) -

柏　崎 R7.4 930 726 508 434 407 引上げ 開催予定(R8.1～R8.2) -

H19.5 498 428 396

H9.4 948 728

R6.4 397 327 317

H28.4 851 644

加　茂 R7.4 821 629 380 315 296 引上げ 開催予定(時期未定) -

R7.5 440 360 340
R7.4 842 657

見  附 R7.4 813 620 368 308 297 引上げ 開催しない -

村　上 R6.4 812 624 377 310 287 改定なし 開催予定(R8.1) -

R7.4 482 399 380
R6.4 950 721

糸魚川 R6.4 824 633 388 320 301 改定なし 開催予定(R8.1) -

妙　高 R7.4 826 622 372 304 290 引上げ 開催予定(R8.1～R8.2) -

五　泉 R7.4 868 662 409 335 316 引上げ 開催予定(R8.1～R8.2) -

上  越 R6.4 969 731 531 470 442 改定なし 開催予定(R8.1) -

R7.4 391 319 305
H28.4 829 635

H28.4 750 585

H22.4 348 285 268

魚　沼 R7.4 809 602 402 330 309 引上げ 開催予定(R8.1) -

南魚沼 R7.4 835 637 396 326 308 引上げ 開催予定(R8.1) -

H30.10 365 301 275

H17.9 815 635

開催済      ２市…うち引上げ２市

開催予定　　15市

引上げ 10市 10市 12市 12市 12市 検討中    　２市

据置き 10市 10市 ８市 ８市 ８市 開催しない　１市

引下げ ０市 ０市 ０市 ０市 ０市

令和７年度
審議状況

令和６年度
改定状況
（月額）

改定なし

改定なし

引上げ

燕 引上げ
（議長・副議長・議員）

R6年度
から

引上げ
（議長・副議長・議員）

改定なし

報酬等の月額（千円）
　区分

市名

新発田

月額：引上げ
（議長・副議
　長・議員）
期末：引上げ

小千谷 -

開催予定(R8.1)

改定なし

検討中

開催予定(R8.1)

-

-

十日町

阿賀野

平均 884 682 448 379 356

検討中

開催予定(R8.1) -

（注）報酬等の月額は千円未満を四捨五入したもの。

令和７年度
審議会等開催状況

開催済（R7.12）

開催予定(R8.1)

胎　内 -

佐　渡 -

- 32 -



 

- 33 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ そ の 他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 34 -



(1)　都道府県別人口・面積・県民所得・工業出荷額

北 海 道 5,045 千人 83,422 K㎡ 148,630 億円 2,891 千円 67,747 億円

青 森 1,186 9,645 32,570 2,704 17,163

岩 手 1,154 15,275 31,980 2,709 31,247

宮 城 2,225 7,282 65,460 2,871 54,693

秋 田 908 11,637 25,750 2,769 15,636

山 形 1,012 9,323 31,170 2,994 33,555

福 島 1,771 13,784 51,900 2,899 56,554

茨 城 2,849 6,098 98,830 3,481 150,067

栃 木 1,904 6,408 65,570 3,435 98,895

群 馬 1,908 6,362 66,340 3,467 101,485

埼 玉 7,374 3,798 230,200 3,138 153,297

千 葉 6,312 5,156 198,210 3,163 152,932

東 京 14,003 2,200 847,460 6,037 85,527

神 奈 川 9,203 2,417 293,630 3,180 184,795

新 潟 2,111 (15) 12,584 (5) 63,160 (17) 2,934 (28) 54,667 (26)

富 山 1,009 4,248 34,030 3,347 41,338

石 川 1,098 4,191 33,270 2,977 32,064

福 井 747 4,191 23,300 3,095 26,497

山 梨 801 4,465 26,960 3,362 27,194

長 野 2,012 13,562 62,780 3,108 70,088

岐 阜 1,951 10,621 62,100 3,192 67,202

静 岡 3,576 7,777 124,580 3,478 197,732

愛 知 7,484 5,173 286,240 3,819 580,218

三 重 1,741 5,774 56,210 3,227 123,114

滋 賀 1,405 4,017 46,390 3,292 91,794

注  新潟県の欄中、(　)の中の数字は全国順位である。

都道府県名 人    口 面    積
県    民    所    得

総    額 人口１人当たり
工業出荷額
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京 都 2,472 千人 4,612 K㎡ 79,790 億円 3,129 千円 64,600 億円

大 阪 8,772 1,905 286,070 3,257 193,430

兵 庫 5,394 8,401 170,200 3,150 184,617

奈 良 1,304 3,691 36,000 2,757 20,227

和 歌 山 901 4,725 30,480 3,375 28,915

鳥 取 534 3,507 13,540 2,491 8,867

島 根 643 6,708 19,940 3,031 13,838

岡 山 1,835 7,114 47,540 2,553 96,040

広 島 2,729 8,478 90,360 3,275 114,765

山 口 1,293 6,113 40,290 3,068 77,818

徳 島 700 4,147 22,310 3,170 23,337

香 川 940 1,877 28,060 3,005 30,808

愛 媛 1,296 5,676 36,110 2,764 55,931

高 知 665 7,102 18,260 2,703 6,540

福 岡 5,087 4,988 143,920 2,813 116,167

佐 賀 794 2,441 23,160 2,892 23,192

長 崎 1,274 4,131 32,970 2,570 18,517

熊 本 1,716 7,409 49,090 2,857 34,863

大 分 1,102 6,341 31,780 2,871 56,838

宮 崎 1,048 7,734 25,810 2,453 18,365

鹿 児 島 1,559 9,186 42,530 2,722 24,150

沖 縄 1,484 2,282 33,020 2,249 5,067

平 均 2,645 8,042 91,659 3,448 79,413

注  (1)  人　　　口　　 「令和７年住民基本台帳人口」（総務省）

     (2)  面　　　積　　 「令和７年都道府県市区町村別面積調」 （国土地理院）
　　　　　　　　　　　　　　（境界未定地域がある都道府県については推計値）

     (3)  県民所得     「県民経済計算」（内閣府）による令和４年度の数値である。

     (4)  工業出荷額  「2024年経済構造実態調査（製造業事業所調査）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（経済産業省大臣官房統計調査グループ）

都道府県名 人    口 面    積
県    民    所    得

工業出荷額
総    額 人口１人当たり
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(2)　都道府県別労働者平均給与月額

順位 順位

1 東 京 505,379 円 25 山 口 342,947 円

2 愛 知 412,903 26 愛 媛 342,662

3 神 奈 川 408,792 27 埼 玉 340,701

4 大 阪 406,139 28 山 梨 335,613

5 栃 木 375,210 29 大 分 331,950

6 茨 城 371,984 30 島 根 331,378

7 群 馬 364,937 31 新 潟 331,000

8 徳 島 364,550 32 山 形 330,879

9 滋 賀 364,154 33 北 海 道 329,625

10 静 岡 363,390 34 熊 本 329,007

11 京 都 361,823 35 福 島 328,685

12 宮 城 361,516 36 鹿 児 島 327,795

13 富 山 361,038 37 和 歌 山 327,263

14 三 重 360,561 38 奈 良 323,285

15 広 島 360,029 39 高 知 322,587

16 岡 山 357,952 40 岩 手 320,815

17 千 葉 355,450 41 秋 田 312,446

18 岐 阜 351,209 42 長 崎 308,913

19 香 川 350,982 43 佐 賀 308,312

20 福 岡 350,864 44 鳥 取 306,051

21 長 野 350,573 45 宮 崎 299,818

22 福 井 348,147 46 青 森 294,541

23 石 川 345,716 47 沖 縄 274,456

24 兵 庫 345,347 平 均 397,789  

注(1)　「毎月勤労統計調査［地方調査］－令和６年分結果概要」（厚生労働省）による。
　 (２)　事業所規模30人以上の金額である。

都道府県名 平均給与月額 都道府県名 平均給与月額
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（3）都道府県別県職員給与水準

順位 順位

1 静 岡 101.8 25 神 奈 川 99.5

2 愛 知 101.0 25 京 都 99.5

3 三 重 100.9 25 山 口 99.5

3 広 島 100.9 28 栃 木 99.4

5 岡 山 100.8 28 富 山 99.4

6 東 京 100.5 28 福 井 99.4

7 大 阪 100.4 28 岐 阜 99.4

8 茨 城 100.3 28 兵 庫 99.4

9 秋 田 100.2 28 熊 本 99.4

9 福 島 100.2 34 北 海 道 99.2

9 山 梨 100.2 34 新 潟 99.2

12 宮 城 100.1 34 奈 良 99.2

12 福 岡 100.1 34 徳 島 99.2

12 大 分 100.1 38 高 知 98.8

15 群 馬 100.0 39 愛 媛 98.6

15 埼 玉 100.0 39 長 崎 98.6

15 長 野 100.0 41 島 根 98.2

18 山 形 99.8 42 沖 縄 97.9

18 滋 賀 99.8 43 石 川 97.8

18 佐 賀 99.8 44 宮 崎 97.6

21 和 歌 山 99.7 45 鳥 取 97.1

22 岩 手 99.6 46 鹿 児 島 96.9

22 千 葉 99.6 47 青 森 96.8

22 香 川 99.6 平 均 99.7

注(１)　「令和７年地方公務員給与実態調査結果等の概要」（総務省）による。

　 (２)　指数は、都道府県の一般行政職の給料額と国の行政職俸給表（一）の適用職員の

      俸給額とを、学歴別、経験年数別にラスパイレス方式により対比させて比較し算出した

      もので、国を100としたものである。

都道府県名 ラスパイレス指数 都道府県名 ラスパイレス指数
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（4）都道府県別財政力指数

令和３～５年度 令和３～５年度

3 3

1 東 京 1.10065  25 北 海 道 0.44355

2 愛 知 0.86176 26 香 川 0.44329

3 神 奈 川 0.83935 27 山 口 0.43070

4 千 葉 0.73664 28 愛 媛 0.42050

5 大 阪 0.73179 29 奈 良 0.40150

6 埼 玉 0.73078 30 福 井 0.39806

7 静 岡 0.66624 31 熊 本 0.39719

8 茨 城 0.61671 32 山 梨 0.37673

9 福 岡 0.61396 33 大 分 0.37095

10 栃 木 0.60422 34 沖 縄 0.35934

11 兵 庫 0.60301 35 山 形 0.35801

12 群 馬 0.59000 36 岩 手 0.35095

13 宮 城 0.58832 37 宮 崎 0.34290

14 広 島 0.57915 38 青 森 0.34193

15 三 重 0.55804 39 佐 賀 0.34120

16 京 都 0.55567 40 鹿 児 島 0.34012

17 滋 賀 0.52627 41 長 崎 0.33179

18 岐 阜 0.52105 42 和 歌 山 0.31491

19 岡 山 0.50576 43 徳 島 0.31489

20 福 島 0.50548 44 秋 田 0.31178

21 長 野 0.50417 45 鳥 取 0.26812

22 石 川 0.47817 46 高 知 0.26140

23 富 山 0.44924 47 島 根 0.25491

24 新 潟 0.44787 平 均 0.49126  

  注  「令和５年度都道府県決算状況調」（総務省）による。

基準財政収入額
基準財政需要額

財政力指数　＝

都道府県名

財 政 力 指 数

順位 都道府県名

財 政 力 指 数

順位
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（5）都道府県別歳出決算額

順位 順位

1 東 京 83,533 億円 25 岩 手 7,567 億円

2 大 阪 33,256 26 愛 媛 7,408

3 北 海 道 28,200 27 長 崎 7,318

4 愛 知 25,478 28 岡 山 7,213

5 兵 庫 24,176 29 青 森 6,812

6 神 奈 川 22,074 30 山 口 6,786

7 埼 玉 20,594 31 大 分 6,767

8 千 葉 20,112 32 山 形 6,646

9 福 岡 19,934 33 宮 崎 6,564

10 静 岡 12,504 34 石 川 6,525

11 福 島 12,243 35 滋 賀 6,120

12 茨 城 12,207 36 和 歌 山 6,081

13 新 潟 11,228 37 秋 田 5,995

14 広 島 11,029 38 富 山 5,890

15 長 野 10,796 39 山 梨 5,440

16 京 都 10,249 40 佐 賀 5,395

17 宮 城 10,084 41 奈 良 5,363

18 栃 木 9,125 42 島 根 5,281

19 熊 本 9,038 43 福 井 5,238

20 群 馬 8,869 44 徳 島 5,005

21 岐 阜 8,592 45 高 知 4,736

22 鹿 児 島 8,561 46 香 川 4,627

23 沖 縄 8,463 47 鳥 取 3,710

24 三 重 7,645 平 均 12,053  

  注 「令和５年度地方財政統計年報」（総務省）による。

都道府県名 決    算    額 都道府県名 決    算    額
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（6）都道府県別消費者物価地域差指数

順位 順位

1 東 京 104.9 25 滋 賀 99.0

2 神 奈 川 104.0 25 広 島 99.0

3 北 海 道 101.7 25 愛 媛 99.0

4 山 形 101.3 28 富 山 98.9

4 埼 玉 101.3 28 福 井 98.9

6 京 都 101.2 28 山 梨 98.9

7 千 葉 100.9 31 青 森 98.5

8 宮 城 100.8 31 栃 木 98.5

9 沖 縄 100.7 31 長 野 98.5

10 福 島 100.6 31 福 岡 98.5

11 山 口 100.5 35 茨 城 98.4

12 石 川 100.3 36 奈 良 98.3

13 島 根 100.2 37 新 潟 98.2

14 長 崎 100.0 37 三 重 98.2

15 静 岡 99.9 37 鳥 取 98.2

15 高 知 99.9 37 宮 崎 98.2

17 岩 手 99.8 41 和 歌 山 97.9

17 熊 本 99.8 42 岐 阜 97.8

19 大 阪 99.4 42 佐 賀 97.8

20 秋 田 99.2 44 岡 山 97.7

20 徳 島 99.2 45 大 分 97.6

22 愛 知 99.1 46 群 馬 96.7

22 兵 庫 99.1 47 鹿 児 島 96.5

22 香 川 99.1 平 均 100.0  

注(１)　「小売物価統計調査（構造編）－2024年結果」（総務省統計局）による。

　 (２)　全国平均（政令市を含む）を100とした場合の指数である。

都道府県名 地域差指数 都道府県名 地域差指数
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（7）消費者物価指数の推移

R1 R2 R3 R4 R5 R6

指　　　　数 100.3 100.0 99.1 101.9 104.8 107.4

対前年上昇率
（％）

0.4 △ 0.3 △ 0.9 2.9 2.8 2.5

指　　　　数 100.0 100.0 99.8 102.3 105.6 108.5

対前年上昇率
（％）

0.5 0.0 △ 0.2 2.5 3.2 2.7

注（１）　「令和６年 消費者物価の動き」（県統計課）による。

　 （２）  指数は、令和２年を100とした場合の指数である。

新潟市

　　　　　　　　　年
 区 分

全　国
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５ 審議会委員名簿、審議会条例 
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○新潟県特別職報酬等審議会条例  

昭和 39 年 9 月 29 日  

新潟県条例第 73 号  

新潟県特別職報酬等審議会条例をここに公布する。  

新潟県特別職報酬等審議会条例  

 

(設置 ) 

第１条  知事の諮問に応じ、県議会議員の議員報酬の額並びに知事及び

副知事の給料の額 (以下「議員報酬等の額」という。 )並びに知事及び

副知事の退職手当の額 (以下「退職手当の額」という。 )について審議

するため、新潟県特別職報酬等審議会 (以下「審議会」という。 )を置

く。  

(昭 54 条例 35・平 14 条例 69・平 19 条例 11・平 20 条例 35・一部改正 ) 

 

(諮問 ) 

第２条  知事は、毎年議員報酬等の額の適否について、審議会に諮問す

るものとする。ただし、特別の事情があると認められるときは、この

限りでない。  

２  知事は、必要の都度退職手当の額の適否について、審議会に諮問す

ることできる。  

(昭 54 条例 35・全改、平 11 条例 48・平 14 条例 69・平 20 条例 35・一部

改正 ) 

 

(委員 ) 

第３条  審議会は、委員 10 人をもつて組織し、その委員は、新潟県の区

域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、知事が任命する。 

２  委員の任期は、2 年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。  

(昭 54 条例 35・一部改正 ) 

 

(会長 ) 

第４条  審議会に会長を置き、委員の互選により定める。  

２  会長は、会務を総理する。  

３  会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会

長の指定する委員がその職務を代理する。  

 

(会議 ) 

第５条  審議会は、会長が招集する。  

２  審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができ

ない。  
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(庶務) 

第６条 審議会の庶務は、総務部において処理する。 

(平 17条例 92・令３条例 41・一部改正) 

 

(知事への委任 ) 

第７条  この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項

は、知事が定める。  

 

附  則  

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (昭和 54 年条例第 35 号 ) 

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成 11 年条例第 48 号 ) 

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成 14 年条例第 69 号 ) 

この条例は、公布の日から施行する。  

附  則 (平成 17 年条例第 92 号 )抄  

(施行期日 ) 

１  この条例は、平成 18 年 4 月 1 日から施行する。  

附  則 (平成 19 年条例第 11 号 )抄  

(施行期日 ) 

１  この条例は、平成 19 年 4 月 1 日から施行する。  

(経過措置 ) 

２  改正法附則第 3 条第 1 項の規定により出納長が在職する場合におい

ては、第 2 条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する条例

第 1 条第 1 項第 3 号、第 3 条第 1 項第 1 号、第 5 条第 1 項第 2 号及び

別表、第 3 条の規定による改正前の知事、副知事、県議会議員等に対

する期末手当等の支給に関する条例第 1 条及び第 2 条第 1 項、第 8 条

の規定による改正前の新潟県特別職の職員の退職手当支給条例第 2 条

及び第 4 条並びに第 12 条の規定による改正前の新潟県特別職報酬等審

議会条例第 1 条の規定並びに第 15 条の規定による廃止前の新潟県副出

納長設置並びに定数条例の規定は、なおその効力を有する。  

附  則 (平成 20 年条例第 35 号 ) 

この条例は、公布の日から施行する。  

附 則(令和３年条例第 41号) 

(施行期日等) 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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